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総合特別区域法案に対する附帯決議 

 

衆議院内閣委員会   

七 総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者ニー

ズを踏まえ、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地

域限定通訳案内士を補完することが必要な場合において、特定の観光資源や限

定エリア等、地域の特性に応じたきめ細かなサービスを提供するものとし、特

区自治体が的確な研修を行うことを担保することにより、そのサービス水準の

低下を防ぐこと。 

 また、総合特区通訳案内士が通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致

促進法に基づく地域限定通訳案内士とは別途の制度であることについてユーザ

ーに的確に周知することにより、通訳案内士制度に対する信頼が損なわれるよ

うなことがないよう万全を期すこと。 

 

参議院内閣委員会 

八、総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者のニ

ーズを踏まえ、通訳案内士の数が不足しているなど、通訳案内士法に基づく通

訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必

要な地域に限って実施するとともに、総合特区通訳案内士の資格取得のための

研修は、有償で通訳ガイドサービスを求める訪日外国人旅行者のニーズに応え

ることができる十分な密度の濃い内容とし、修了時に実力の判定を行うなど、

通訳案内士制度に対する信頼性の確保に努めること。 

 なお、総合特区通訳案内士の資格を得て通訳案内業務に従事する者について

は、その経験と実績に適切に配慮して、将来、通訳案内士試験を受験して、オ

ールラウンドな資質を有する通訳案内士となることを奨励すること。 

 

 

 

注:附帯決議（ふたいけつぎ）とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案

を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。国

会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるそ

の法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有

するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。 


